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※動画視聴にあたりデータ通信料が発生することを御了承ください。 

1別紙１ 

ＰＴＡ等指導者研修「わが家のスマホアクション」実施方法について 
 
 スマホ・ネット等の長時間利用や低年齢化が問題となる中、新型コロナウイルス感染症

の影響で、児童生徒がスマホ・ネット等に触れる機会がこれまで以上に増えています。そ
こで、岡山県教育委員会では、スマホ・ネット等の利用に関して、家庭で児童・生徒と保
護者が一緒に視聴しながら学べる動画「わが家のスマホアクション」を作成しました。 
この動画はチラシ（開催案内に添付）を用いて、子どもと保護者が一緒に家庭でのルー

ル作りとペアレンタルコントロールの設定に取り組めるように作成しております。 
本研修に参加の皆様には、次の＜ステップ１～３＞の実施をお願いします。 
なお、「わが家のスマホアクション」は、本研修だけでなく各単位ＰＴＡ内においても

研修会で活用したり、広報紙で周知したりするなどして積極的な活用をお願いします。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
動画の視聴 （約３０分間） 

 
・学校園（PTA）から受け取ったチラ

シを準備しておく。 
 
・子ども（小学生以上）と一緒に動画

「わが家のスマホアクション」を視

聴する。 

 

 

 

 
 
※お子さんが小さい場合は、保護者だ

けの視聴がおすすめです。 

 

 

 

 
 

 
わが家のルール作り （約 15 分間） 

 
・動画を視聴しながら、チラシ裏面の「わが

家のスマホ・ネットルール」を子どもと一

緒に作成する。 
 

・お子さんがお持ちのス 

マホやゲーム機等にペ 

アレンタルコントロー 

ルを設定し活用する。 

 
 
※チラシは下記ＨＰから 

 ダウンロードすること 

 も可能です。 

 

 
 

 
単位 PTA での活用方法を考える （ＰＴＡ役員会等で協議。次年度の計画でも可。） 

 
（活用参考例） 

◯各校園のＰＴＡ研修会等で全家庭一斉に取り組む。 

◯学年懇談、学級懇談、学年部のＰＴＡ活動等で取り組む。 

◯家庭教育学級で取り組む。 

◯チラシを印刷して、全家庭に配付する。 

（小学５年生～中学 3 年生の全児童・生徒には岡山県教育委員会からチラシ送付予定） 

◯各家庭で取り組めるようにＰＴＡからお知らせする。 

◯ＰＴＡ役員会で取り組む。 

◯冬休みの家庭学習として取り組むよう保護者にお知らせする。 

◯学校園ホームページのＰＴＡ活動の欄やＰＴＡだより等で呼びかける。 

◯ＰＴＡ保健体育部や学校保健委員会等で取り組み、各家庭のルールを集約し、分析した

傾向や課題をもとに次年度のスマホ・ネットについてのＰＴＡ活動につなげる。 

＜ ステップ１ （家庭で） ＞  ＜ ステップ２ （家庭で） ＞ 

＜ ステップ３ （学校園で） ＞ 


